
Press Release

報道関係者　各位

【集計結果の主なポイント】 

山梨県における令和６年障害者雇用状況集計結果

〈民間企業〉（法定雇用率2.5％）

◯ 雇用障害者数及び実雇用率は過去最高を更新した。

・雇用障害者数は2,283.5人、前年比7.5％（158.5人）増加

・実雇用率2.37％《全国2.41％》、前年比0.12ポイント上昇

・法定雇用率達成企業の割合57.4％《全国46.0％》、前年比3.4ポイント低下

・民間企業705社のうち、法定雇用率達成企業は405社、未達成企業は300社

・未達成企業のうち、障害者不足数0.5人～１人の企業（１人不足企業）は215社で、

未達成企業に占める割合は71.7％

・未達成企業のうち、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）

は166社で、未達成企業に占める割合は55.3％

〈公的機関〉（法定雇用率：県の機関及び市町村等2.8％、ただし県教育委員会は2.7％）

◯ 雇用障害者数及び実雇用率は、県の機関は前年を下回ったが、県教委及び市町村

等で前年を上回った。

・県の機関 ：雇用障害者数 142.0人［147.0人］、実雇用率 3.08％［3.23％］

・県教委 ：雇用障害者数 178.0人［173.5人］、実雇用率 2.74％［2.68％］

・市町村等 ：雇用障害者数 309.5人［293.0人］、実雇用率 2.84％［2.65％］

〈地方独立行政法人等〉（法定雇用率2.8％）

◯ 雇用障害者数及び実雇用率は、前年を上回った。

・雇用障害者数 87.5人［80.5人］、実雇用率2.60％［2.43％］

※［ ］は前年の値

厚生労働省山梨労働局（局長 髙西 盛登）では、このほど、山梨県内で障害者の雇用義務

がある民間企業や公的機関などにおける、令和６年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまと

めましたので、公表します。

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、民間

企業の場合は2.5％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。（参考１）

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害

者の雇用状況について障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したもの

です。

令和６年12月20日
【照会先】
山梨労働局職業安定部職業対策課
職業安定部長 工藤 由範
地方障害者雇用担当官 小沢 里枝
（電話）055-225-2858 （内線461・467）
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・　法定雇用率達成企業の割合は

　　実雇用率は

〇
・ 　企業規模別に見ると、雇用されている障害者数は、

1000人以上

また、民間企業全体の実雇用率

〇
・　産業別にみると、雇用されている障害者の数は、

「農,林,漁業」

「建設業」
「製造業」

「情報通信業」
「運輸業,郵便業」
「卸売業,小売業」
「金融業,保険業」
「不動産業,物品賃貸業」

「宿泊業,飲食サービス業」

「教育,学習支援業」
「医療,福祉」

障害者雇用状況報告の集計結果（概要）

○ 雇用されている障害者数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合
・ 民間企業（40.0人以上規模の企業：法定雇用率2.5％）に雇用されている障害者

数は 2,283.5人で、前年より7.5％（158.5人）増加し、12年連続で過去最高と
なった。

・ 雇用者のうち、身体障害者は1,241.5人（対前年比6.2％増加）、知的障害者は
500.5人（同2.9％増加）、精神障害者は541.5人（同15.5％増加）となった。

・ 法定雇用率達成企業の割合は57.4％（前年は60.8％）、実雇用率は2.37％（前
年は2.25％）であった。

［第１表、第４表、参考３］

○ 企業規模別の状況
・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者数は、今年から新たに報告対象と

なった40.0～43.5人未満規模企業では55.0人であった。また従来から報告対象で
あった企業規模で見ると、43.5～100人未満企業規模で519.0人（前年は526人）、
300～500人未満で204.0人（同215.0人）、500～1,000人未満で246.5人（同256.5
人）と前年より減少したが、100～300人未満で867人（同737.5人）、1,000人以上
で392.0人（同390.0人）と、前年より増加した。

・ 実雇用率は、今年から新たに報告対象となった40.0～43.5人未満規模企業では
5.48％であった。また従来から報告対象であった企業規模で見ると、43.5～100人
未満で2.01％（前年は2.06％）、500～1,000人未満で2.93％（同2.99％）、1,000
人以上で2.46％（同2.50％）と、前年より減少したが、100～300人未満で2.46％
（同2.22％）、300～500人未満で2.09％（同1.86％）と、前年より増加した。
なお、500～1000人未満企業規模が法定雇用率を上回っている。

・ 法定雇用率達成企業の割合は、今年から新たに報告対象となった40.0～43.5人
未満企業規模では41.7％であった。また従来から報告対象であった企業規模で見
ると、43.5～100人未満が56.9％（前年は59.1％）、100～300人未満が61.1％（同
66.7％）、1,000人以上は57.1％（71.4％）と、前年を下回ったが、300～500人未
満が44.4％（同37.5％）と、前年を上回った。なお、500～1,000人未満が64.3％
（同64.3％）と、前年と同じであった。

［第２表、参考４］

１ 民間企業における雇用状況
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・　地方公共団体の法定雇用率（2.8％）が適用される機関（36.0人以上規模の機関）に在職している障害者の数は
451.5

30

　　法定雇用率を達成している機関は

　　法定雇用率を達成している機関は

・　また、2.7％の法定雇用率が適用されている機関（山梨県教育委員会）については、在職している障害者の数は
178

○ 法定雇用率未達成企業の状況
・ 令和６年の法定雇用率未達成企業は300社。そのうち、不足数が0.5人または１人

である企業（１人不足企業）は215社であり、未達成企業の71.7％を占めている。
・ また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）は166社であ
り、未達成企業に占める割合は、55.3％となっている。

［第５表］

・ 地方公共団体の法定雇用率（2.8％）が適用される機関（36.0人以上規模の機関）
に在職している障害者数は451.5人、実雇用率は2.91％であった。
さらに、法定雇用率を達成している機関は36機関中30機関、達成割合は83.3％（全

国72.3％）となっている。

・ このうち市町村等については、在職している障害者数は309.5人、実雇用率は
2.84％であり、法定雇用率を達成している機関は33機関中27機関、達成割合は81.8％
となっている。

・ 県の機関については、在職している障害者数は142.0人、実雇用率は3.08％であ
り、法定雇用率を達成している機関は３機関中３機関、達成割合は100.0％となって
いる。

・ また、2.7％の法定雇用率が適用される機関（山梨県教育委員会）については、在
職している障害者数は178.0人、実雇用率は2.74％となっており、法定雇用率を達成
している。

［第７表、第８表］

２ 公的機関における在職状況

○ 産業別の状況
・ 産業別にみると、雇用されている障害者数は、「建設業」が29.0人、「製造業」

が813.5人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が5.0人、「情報通信業」が36.5
人、「運輸業,郵便業」が79.5人、「卸売業,小売業」が280.0人、「金融業,保険
業」が90.5人、「不動産業,物品賃貸業」が5.0人、「学術研究,専門・技術サービ
ス業」が4.0人、「宿泊業,飲食サービス業」が92.0人、「生活関連サービス業,娯
楽業」が86.0人、「教育,学習支援業」が34.0人、「医療,福祉」が538.0人、「複
合サービス事業」が29.5人、「サービス業」が161.0人となっており、このうち、
「宿泊業,飲食サービス業」が前年と同数であり、「建設業」、「製造業」、「情
報通信業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸
業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、
「教育,学習支援業」、「複合サービス事業」、「サービス業」、「医療,福祉」
が前年よりも増加した。

・ 産業別の実雇用率では、「宿泊業,飲食サービス業」（3.14％）、「生活関連サー
ビス業,娯楽業」（3.04％）「医療,福祉」（3.16％）の３業種で、民間企業全体
の実雇用率2.37％を上回っている。

［第３表］
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・ 民間企業の実雇用率及び雇用障害者数は、過去最高を更新するなど、障害者雇用は
着実に進んでいる状況である。

実雇用率は、対前年比で0.12ポイント上昇し、過去最大の伸び幅を記録したもの
の、法定雇用率及び全国の実雇用率には達していない。労働局、ハローワークでは、
山梨県及び関係機関と連携し、年間を通じた個別指導を引き続き行う。

特に不足数の大きな企業に対しては、障害者雇入れ計画作成命令（障害者雇用促進
法第46条）を行い、早期に法定雇用率を達成するよう指導する。

・ 雇用義務のある「障害者雇用が０人」の企業は、未だ全体の23.5％存在する。その
ような企業には、経営トップを含む社内理解や障害者が担う職域の拡大等の雇用管理
のノウハウにも課題が残されているものと認識しており、こうした企業に対しても障
害者の雇用が進められるよう、関係機関とも緊密に連携した取り組みを行う。

・ 公的機関については、前年に比べ在職している障害者数は増加しているものの、未
だに未達成の機関もある。公的機関は、自ら率先垂範して障害者雇用を実行すべき立
場にあることから、労働局、ハローワーク、山梨県及び関係機関と連携を図り、障害
者雇用を積極的に推進していく。

・ 障害者法定雇用率が令和６年４月から2.5％（2.8％）、令和８年７月から2.7％
（3.0％）に段階的に引き上げられるとともに、令和７年４月に除外率※が10ポイン
ト引き下げられる。このような中、特に障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足して
いる障害者雇用ゼロ企業等に対して、ハローワークと地域の関係機関が連携し、採用
の準備段階から採用後の定着まで一貫したチーム支援を実施する。（（ ）内は公的
機関）

※除外率制度について
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数

を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する（障害者の雇用義務を軽減す
る）措置として設けている制度。業種ごとに除外率を設定している。

４ 今後の取組

・ 地方独立行政法人等（法定雇用率2.8％）に雇用されている障害者の数は87.5人、

実雇用率は2.6％で、法定雇用率を達成している機関は５機関中２機関、達成割合は

40.0％となっている。

［第７表、第９表］

３ 地方独立行政法人等における雇用状況
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未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

　
ハ

欄
の

精
神

障
害

者
に

は
、

令
和

５
年

以
降

は
精

神
障

害
者

で
あ

る
す

べ
て

の
短

時
間

労
働

者
を

、
令

和
４

年
ま

で
は

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

を
含

む
。

　
　

①
　

令
和

元
年

６
月

２
日

以
降

に
採

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

②
　

令
和

元
年

６
月

２
日

よ
り

前
に

採
用

さ
れ

た
者

で
、

同
日

以
後

に
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

を
取

得
し

た
者

で
あ

る
こ

と
。

１
　

民
間

企
業

に
お

け
る

雇
用

状
況

（
法

定
雇

用
率

2.
5％

）

①
③

　
障

害
者

の
数

④
⑤

R
１

6
2
3

9
2
,1

4
5
.0

4
1
3

8
0

8
7
4

1
7
4

1
,8

6
7
.0

1
9
0
.5

2
.0

3
3
4
9

5
6
.0

R
２

6
2
1

9
2
,0

7
2
.0

4
1
0

8
7

8
9
5

1
7
2

1
,8

8
8
.0

1
8
9
.5

2
.0

5
3
4
9

5
6
.2

R
３

6
5
8

9
3
,0

8
9
.5

4
1
9

7
7

9
6
3

2
6
0

2
,0

0
8
.0

2
4
5
.5

2
.1

6
3
7
7

5
7
.3

R
４

6
4
3

9
3
,3

6
2
.5

4
1
4

7
3

1
,0

3
3

2
3
9

2
,0

5
3
.5

2
6
5
.5

2
.2

0
3
7
7

5
8
.6

ホ
．

　
計

A
×

2
＋

B
＋

C
＋

D
×

0
.5

（
参

考
２

）

年
度

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数

（
参

考
１

）

⑥

企
業

数
イ

.

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
参

考
３

）

ロ
.

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
参

考
３

）

ハ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

（
参

考
３

）

（
参

考
４

）

ニ
.

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
参

考
３

）

（
参

考
５

）

実
雇

用
率

ホ
÷

②
×

1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

ヘ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
参

考
４

）

①
④

⑤

R
５

6
6
0

9
4
,6

2
3
.5

4
0
1

2
4
7

1
,0

0
8

1
3
6

ー
2
,1

2
5
.0

2
5
5
.0

2
.2

5
4
0
1

6
0
.8

R
6

7
0

5
9

6
,2

0
7

.0
4

2
4

2
8

0
1

,0
4

0
1

6
9

6
2

2
,2

8
3

.5
2

5
3

.0
2

.3
7

4
0

5
5

7
.4

Ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
注

６
）

年
度

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数

（
注

１
）

③
　

障
害

者
の

数
⑥

企
業

数
Ａ

.

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
注

３
）

Ｂ
.

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

（
注

３
）

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

（
注

３
）

Ｄ
.

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

３
）

E
.

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者 （
注

３
）

Ｆ
．

　
計

A
×

2
＋

B
＋

C
＋

（
D

+
E
）

×
0
.5

（
注

２
）

実
雇

用
率

Ｆ
÷

②
×

1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合
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②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

〔
１

（
１

）
②

表
の

注
〕

2 3 4 5

令
和

4
年

度
以

前

6 7

注
　

1
　

①
欄

の
「

障
害

者
の

数
」

と
は

②
③

④
ｆ

欄
の

計
で

あ
る

。

　
②

③
ａ

欄
の

重
度

障
害

者
に

つ
い

て
は

法
令

上
、

1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
②

③
ｆ

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

　
各

年
度

の
②

③
④

g
欄

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
該

当
年

度
の

前
年

６
月

２
日

か
ら

該
当

年
度

の
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

　
法

令
上

、
②

③
ｄ

欄
の

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

並
び

に
②

③
④

e
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

④
ｆ

欄
を

算
出

す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

　
た

だ
し

、
②

③
ｂ

欄
及

び
④

ｄ
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

　
②

③
の

ａ
ｃ

欄
及

び
④

の
ｃ

欄
は

1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
、

②
③

の
ｂ

ｄ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
、

②
③

④
の

e
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

　
④

欄
の

令
和

4
年

度
ま

で
の

計
算

は
、

ｆ
．

　
計

　
c
＋

(d
-ｈ

）
×

0
.5

＋
ｈ

➃
h
欄

の
労

働
者

は
、

令
和

５
年

以
降

は
精

神
障

害
者

で
あ

る
す

べ
て

の
短

時
間

労
働

者
、

令
和

４
年

ま
で

は
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

含
む

。

　
①

　
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

　
②

　
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。

R
１

1
,8

6
7
.0

3
1
6

4
8

4
5
6

6
6

ー
1
,1

6
9
.0

9
0
.5

9
7

3
2

1
7
6

5
6

ー
4
3
0
.0

3
8
.5

1
9
5

9
9

4
7

ー
2
6
8
.0

6
1
.5

R
２

1
,8

8
8
.0

3
1
3

5
7

4
4
3

6
1

ー
1
,1

5
6
.5

8
4
.0

9
7

3
0

1
8
5

5
4

ー
4
3
6
.0

4
4
.5

2
2
2

1
0
2

4
5

ー
2
9
5
.5

6
1
.0

R
３

2
,0

0
8
.0

3
0
6

5
1

4
6
6

8
5

ー
1
,1

7
1
.5

8
9
.0

1
1
3

2
6

1
9
8

7
0

ー
4
8
5
.0

7
7
.0

2
4
7

1
5
7

5
2

ー
3
5
1
.5

7
9
.5

R
４

2
,0

5
3
.5

3
1
3

4
8

4
6
7

7
3

ー
1
,1

7
7
.5

1
0
8
.0

1
0
1

2
5

2
1
3

8
3

ー
4
8
1
.5

5
1
.5

2
8
4

1
5
2

6
9

ー
3
9
4
.5

1
0
6
.0

R
５

2
,1

2
5
.0

3
0
8

5
4

4
6
8

6
3

ー
1
,1

6
9
.5

1
0
5
.0

9
3

2
6

2
3
8

7
3

ー
4
8
6
.5

5
2
.0

3
0
2

1
6
7

1
6
7

ー
4
6
9
.0

9
8
.0

R
６

2
,2

8
3

.5
3

3
0

6
7

4
7

0
6

8
2

1
1

,2
4

1
.5

1
0

6
.0

9
4

2
3

2
3

7
1

0
1

4
5

0
0

.5
3

7
.5

3
3

3
1

9
0

ー
3

7
5

4
1

.5
1

0
9

.5

（
注

２
）

（
注

３
）

ｆ
．

計

ｃ
＋

ｄ
＋

ｅ
×

0
.5

（
注

３
）

（
注

７
）

ｅ
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｅ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｅ
.

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

ｃ
.

精
神

障
害

者

（
注

４
）

ｆ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ

＋
ｃ

＋
(ｄ

＋
ｅ

)×
0
.5

（
注

２
）

（
注

３
）

ｆ
．

　
計

a×
2
＋

b
＋

c＋
（

d
+

ｅ
）

×
0
.5

ｈ
.

ｄ
の

う
ち

（
注

6
）

に
該

当
す

る
労

働
者

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

年
度

① 障
害

者
の

数

（
注

１
）

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

④
精

神
障

害
者

の
数

ａ
.

重
度

身
体

障
害

者

（
注

４
）

b
．

重
度

身
体

障
害

者

で
あ

る
短

時
間

労

働
者

（
注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

（
注

４
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

（
注

４
）

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
注

５
）

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
注

５
）

ａ
.

重
度

知
的

障
害

者

（
注

４
）

b
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

（
注

４
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

（
注

４
）

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
注

５
）
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(2
) 

企
業

規
模

別
の

雇
用

状
況

（
第

2
表

）

①
　

概
況

注
　

１
(1

)①
の

表
と

同
じ

注
　

１
(1

)②
の

表
 と

同
じ

②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企

業
％

規
模

計
7

0
5

9
6

,2
0

7
.0

4
2

4
2

8
0

1
,0

4
0

1
6

9
6

2
2

,2
8

3
.5

2
5

3
.0

2
.3

7
4

0
5

5
7

.4

(
6
6
0

)
(

9
4
,6

2
3
.5

)
(

4
0
1

)
(

2
4
7

)
(

1
,0

0
8

)
(

1
3
6

)
(

ー
)

(
2
,1

2
5
.0

)
(

2
5
5
.0

)
(

2
.2

5
)

(
4
0
1

)
(

6
0
.8

)

　
4
0
.0

～
4

2
8

2
6

,8
6

2
.0

7
7

1
3

5
2

4
1

7
6

1
2

5
7

4
.0

7
3

.5
2

.1
4

2
4

0
5

6
.1

　
1
0
0
人

未
満

　
　 (

3
9
1

)
(

2
5
,5

7
6
.5

)
(

8
3

)
(

1
0
8

)
(

2
2
6

)
(

5
2

)
(

ー
)

(
5
2
6
.0

)
(

8
2
.0

)
(

2
.0

6
)

(
2
3
1

)
(

5
9
.1

)

　
1
0
0
～

2
2

9
3

5
,1

7
9

.0
1

5
7

9
7

4
1

4
6

1
2

3
8

6
7

.0
1

0
5

.5
2

.4
6

1
4

0
6

1
.1

　
3
0
0
人

未
満

(
2
1
6

)
(

3
3
,2

8
0
.5

)
(

1
2
7

)
(

8
7

)
(

3
7
0

)
(

5
3

)
(

ー
)

(
7
3
7
.5

)
(

8
8
.0

)
(

2
.2

2
)

(
1
4
4

)
(

6
6
.7

)

　
3
0
0
～

2
7

9
,7

8
4

.0
4

3
1

2
9

6
7

1
3

2
0

4
.0

2
5

.5
2

.0
9

1
2

4
4

.4

　
5
0
0
人

未
満

〈
〈

〉

(
3
2

)
(

1
1
,5

8
8
.5

)
(

4
3

)
(

1
7

)
(

1
0
9

)
(

6
)

(
ー

)
(

2
1
5
.0

)
(

2
2
.5

)
(

1
.8

6
)

(
1
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③
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害

者
の
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者
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重
度

知
的

障

害
者

（
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３
）

Ｂ
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重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
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者
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障

害
者

で
あ
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＋
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÷

②
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．
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④
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．
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．
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18
.5
 )

( 
1.
84
 )

( 
35
 )

( 
59
.3
 )

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

産
　

業
　

計

農
，

林
，

漁
業

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

 水
道

業

情
報

通
信

業
 

運
輸

業
，

郵
便

業

卸
売

業
，

小
売

業

A
.

重
度

身
体

障
害

者

及
び

重
度

知
的

障

害
者

（
注

３
）

　
➀

概
況

(3
)産

業
別

の
雇

用
状

況
（

第
3

表
）

⑥ 法
定

雇
用

率
達

成

企
業

の
割

合

Ｆ
.　

計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

(Ｄ
+

E
)×

0
.5

（
注

２
）

B
.

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障

害
者

及
び

精
神

障

害
者

で
あ

る
短

時

間
労

働
者

（
注

３
）

C
.

重
度

以
外

の
身

体

障
害

者
、

知
的

障

害
者

及
び

精
神

障

害
者

（
注

３
）

D
.

重
度

以
外

の
身

体

障
害

者
及

び
知

的

障
害

者
で

あ
る

短

時
間

労
働

者

（
注

３
）

➃ 実
雇

用
率

Ｆ
÷

②
×

1
0
0

⑤ 法
定

雇
用

率
達

成

企
業

の
数

➂
障

害
者

の
数

区
　

　
　

　
分

企
業

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎

と
な

る
労

働
者

（
注

１
）

E
.

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障

害
者

及
び

精
神

障

害
者

で
あ

る
特

定

短
時

間
労

働
者

（
注

３
）

注
　

1
（

1
）

➀
の

表
と

同
じ

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

医
療

，
福

祉

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業

- 8 -



（
注

２
）

（
注

３
）

g
.

う
ち

新
規

雇
用

分 （
注

5
）

（
注

２
）

（
注

３
）

g
.

う
ち

新
規

雇
用

分 （
注

5
）

（
注

３
）

f. う
ち

新
規

雇
用

分 （
注

5
）

2
,
2
8
3
.
5

3
3
0

6
7

4
7
0

6
8

2
1

1
,
2
4
1
.
5

1
0
6
.
0

9
4

2
3

2
3
7

1
0
1

4
5
0
0
.
5

3
7
.
5

3
3
3

1
9
0

3
7

5
4
1
.
5

1
0
9
.
5

(
 
2
,
1
2
5
.
0
 
)

(
 
3
0
8
 
)

(
 
5
4
 
)

(
 
4
6
8
 
)

(
 
6
3
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
,
1
6
9
.
5
 
)

(
 
1
0
5
.
0
 
)

(
 
9
3
 
)

(
 
2
6
 
)

(
 
2
3
8
 
)

(
 
7
3
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
8
6
.
5
 
)

(
 
5
2
.
0
 
)

(
 
3
0
2
 
)

(
 
1
6
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
6
9
.
0
 
)

(
 
9
8
.
0
 
)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

2
9
.
0

8
-

1
1

-
-

2
7
.
0

-
-

-
-

-
-

2
-

-
2
.
0

(
 
2
4
.
0
 
)

(
 
6
 
)

(
 
-
 
)

(
 
8
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
0
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
.
0
 
)

8
1
3
.
5

1
3
7

1
8

1
8
9

9
1

4
8
6
.
0

4
0

4
9
7

1
3

-
1
8
7
.
5

1
1
8

2
0

4
1
4
0
.
0

(
 
7
8
1
.
5
 
)

(
 
1
3
1
 
)

(
 
1
5
 
)

(
 
1
9
0
 
)

(
 
1
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
7
2
.
0
 
)

(
 
3
9
 
)

(
 
4
 
)

(
 
9
4
 
)

(
 
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
7
9
.
5
 
)

(
 
1
1
3
 
)

(
 
1
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
3
0
.
0
 
)

5
.
0

1
-

1
-

-
3
.
0

-
-

-
-

-
-

1
1

-
2
.
0

(
 
5
.
0
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
.
0
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
.
0
 
)

3
6
.
5

8
3

8
-

1
2
7
.
5

-
-

1
-

-
1
.
0

7
1

-
8
.
0

(
 
3
4
.
0
 
)

(
 
8
 
)

(
 
1
 
)

(
 
8
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
5
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
.
0
 
)

(
 
7
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
8
.
0
 
)

7
9
.
5

1
4

-
3
0

2
-

5
9
.
0

1
-

8
3

-
1
1
.
5

9
-

-
9
.
0

(
 
8
0
.
0
 
)

(
 
1
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
5
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
5
9
.
0
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
4
.
0
 
)

(
 
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
7
.
0
 
)

2
8
0
.
0

2
7

1
2

4
4

1
2

8
1
2
0
.
0

1
8

7
4
6

1
1

1
9
5
.
0

3
9

2
1

1
0

6
5
.
0

(
 
2
6
5
.
5
 
)

(
 
2
9
 
)

(
 
9
 
)

(
 
4
5
 
)

(
 
1
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
1
7
.
5
 
)

(
 
1
7
 
)

(
 
1
1
 
)

(
 
4
2
 
)

(
 
1
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
9
2
.
0
 
)

(
 
3
5
 
)

(
 
2
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
5
6
.
0
 
)

9
0
.
5

1
9

-
1
7

2
-

5
6
.
0

1
2

6
-

-
1
0
.
0

1
9

5
1

2
4
.
5

(
 
8
3
.
0
 
)

(
 
1
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
7
 
)

(
 
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
5
2
.
0
 
)

(
 
3
 
)

(
 
1
 
)

(
 
6
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
3
.
0
 
)

(
 
1
6
 
)

(
 
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
8
.
0
 
)

5
.
0

1
-

2
-

-
4
.
0

-
-

-
-

-
-

-
1

-
1
.
0

(
 
3
.
0
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

4
.
0

1
1

1
-

-
4
.
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(
 
2
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

9
2
.
0

1
2

2
1
1

6
1

4
0
.
5

4
4

1
6

4
2

3
1
.
0

1
6

4
1

2
0
.
5

(
 
9
2
.
0
 
)

(
 
1
1
 
)

(
 
2
 
)

(
 
1
2
 
)

(
 
4
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
8
.
0
 
)

(
 
4
 
)

(
 
2
 
)

(
 
1
8
 
)

(
 
6
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
1
.
0
 
)

(
 
1
4
 
)

(
 
9
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
3
.
0
 
)

8
6
.
0

9
1

1
3

2
1

3
3
.
5

1
4

3
1
4

3
-

4
6
.
5

4
2

-
6
.
0

(
 
7
7
.
5
 
)

(
 
6
 
)

(
 
1
 
)

(
 
1
1
 
)

(
 
4
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
6
.
0
 
)

(
 
1
4
 
)

(
 
3
 
)

(
 
1
4
 
)

(
 
3
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
6
.
5
 
)

(
 
3
 
)

(
 
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
5
.
0
 
)

3
4
.
0

9
2

2
1

-
2
2
.
5

2
-

1
1

-
5
.
5

2
4

-
6
.
0

(
 
3
3
.
5
 
)

(
 
6
 
)

(
 
2
 
)

(
 
8
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
2
.
0
 
)

(
 
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
5
.
5
 
)

(
 
3
 
)

(
 
3
 
)

(
 
-
 
)

(
 
6
.
0
 
)

5
3
8
.
0

5
2

2
2

8
7

3
0

8
2
3
2
.
0

1
4

3
2
9

6
3

1
9
2
.
0

8
2

1
2
4

1
6

2
1
4
.
0

(
 
4
8
2
.
5
 
)

(
 
5
0
 
)

(
 
2
1
 
)

(
 
8
3
 
)

(
 
2
6
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
1
7
.
0
 
)

(
 
1
2
 
)

(
 
5
 
)

(
 
3
0
 
)

(
 
4
5
 
)

(
 
-
 
)

(
 
8
1
.
5
 
)

(
 
7
6
 
)

(
 
1
0
8
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
8
4
.
0
 
)

2
9
.
5

7
-

8
1

-
2
2
.
5

-
-

1
-

-
1
.
0

6
-

-
6
.
0

(
 
2
9
.
0
 
)

(
 
8
 
)

(
 
-
 
)

(
 
9
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
5
.
0
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
-
 
)

(
 
3
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
4
.
0
 
)

1
6
1
.
0

2
5

6
4
6

3
1

1
0
4
.
0

-
-

1
8

3
-

1
9
.
5

2
8

7
5

3
7
.
5

(
 
1
3
2
.
5
 
)

(
 
2
2
 
)

(
 
2
 
)

(
 
3
9
 
)

(
 
6
 
)

(
 
-
 
)

(
 
8
8
.
0
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
1
9
 
)

(
 
1
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
1
.
5
 
)

(
 
2
1
 
)

(
 
2
 
)

(
 
-
 
)

(
 
2
3
.
0
 
)

ｅ
.

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｅ
.

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
労

働
者

（
注

４
）

注
　

1
（

1
）

②
の

表
と

同
じ

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

 水
道

業

情
報

通
信

業

運
輸

業
，

郵
便

業

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸

業 サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ

ス
業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

a
.

重
度

知
的

障
害

者 （
注

４
）

卸
売

業
，

小
売

業

d
.

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
注

４
）

f. 計 a
×

2
＋

b
＋

c
＋

(d
+

ｅ
）

×
0
.5

産
　

業
　

計

医
療

，
福

祉

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

農
，

林
，

漁
業

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利

採
取

業

学
術

研
究

，
専

門
・

技

術
サ

ー
ビ

ス
業

e
.

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

d
.

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

　
②

障
害

種
別

雇
用

状
況

➂
知

的
障

害
者

の
数

➃
精

神
障

害
者

の
数

① 障
害

者
の

数

（
注

１
）

a
.

重
度

身
体

障
害

者 （
注

４
）

b
.

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

b
.

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｆ
.

計 ｃ
＋

d
＋

e
×

0
.5

c
.

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

（
注

４
）

d
.

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （
注

４
）

c
.

精
神

障
害

者

（
注

４
）

ｆ
.

計 a
×

2
＋

b
＋

c
＋

（
d
+

ｅ
）

×

c
.

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

（
注

４
）

②
身

体
障

害
者

の
数

区
　

　
　

　
分

- 9 -



G
．

う
ち

新
規

雇
用

分

（
注

４
）

2
1
0

3
6
,
0
3
8
.
5

1
7
7

4
2

4
0
4

2
2

5
8
1
3
.
5

6
8
.
0

2
.
2
6

1
3
2

6
2
.
9

(
 
2
0
2
 
)

(
 
3
5
,
4
8
3
.
0
 
)

(
 
1
7
0
 
)

(
 
3
6
 
)

(
 
3
9
7
 
)

(
 
1
7
 
)

(
 
-
 
)

(
 
7
8
1
.
5
 
)

(
 
7
8
.
0
 
)

(
 
2
.
2
0
 
)

(
 
1
3
2
 
)

(
 
6
5
.
3
 
)

2
9

6
,
9
7
0
.
5

3
0

1
1

8
1

1
2

1
1
5
8
.
5

2
2
.
5

2
.
2
7

2
0

6
9
.
0

(
 
3
0
 
)

(
 
6
,
5
1
6
.
5
 
)

(
 
3
1
 
)

(
 
7
 
)

(
 
8
2
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( 
55
 )

( 
4 
)

( 
67
 )

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
18
1.
0 
)

( 
6 
)

( 
1 
)

( 
19
 )

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
32
.0
 )

( 
23
 )

( 
5 
)

( 
- 
)

( 
28
.0
 )

6
5
.
0

1
2

1
1
2

-
-

3
7
.
0

1
-

1
0

-
-

1
2
.
0

1
4

1
2

1
6
.
0

( 
66
.0
 )

( 
11
 )

( 
2 
)

( 
15
 )

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
39
.0
 )

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
4 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
6.
0 
)

( 
18
 )

( 
3 
)

( 
- 
)

( 
21
.0
 )

2
6
.
0

6
-

6
-

-
1
8
.
0

-
1

2
1

-
3
.
5

2
2

1
4
.
5

( 
10
.0
 )

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
3.
0 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
1.
0 
)

( 
6 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
6.
0 
)

4
9
.
5

7
-

1
5

2
-

3
0
.
0

3
-

6
1

-
1
2
.
5

6
1

-
7
.
0

( 
41
.0
 )

( 
7 
)

( 
- 
)

( 
10
 )

( 
2 
)

( 
- 
)

( 
25
.0
 )

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
6 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
8.
0 
)

( 
7 
)

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
8.
0 
)

3
4
.
5

5
1

9
1

1
2
1
.
0

1
-

-
1

-
2
.
5

7
4

-
1
1
.
0

( 
31
.5
 )

( 
6 
)

( 
- 
)

( 
8 
)

( 
1 
)

( 
- 
)

( 
20
.5
 )

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
- 
)

( 
2 
)

( 
- 
)

( 
1.
0 
)

( 
8 
)

( 
2 
)

( 
- 
)

( 
10
.0
 )

ｅ
.

精
神

障
害

者

で
あ

る
特

定

短
時

間
勤

務

労
働

者

（
注

４
）

製
造

業
計

0
9

食
料

品

1
0

飲
料

・
た

ば
こ

・
飼

料

1
1

繊
維

工
業

c. 重
度

以
外

の

知
的

障
害

者

（
注

４
）

d
.

重
度

以
外

の

知
的

障
害

者

で
あ

る
短

時

間
労

働
者

（
注

４
）

ｅ
.

重
度

知
的

障

害
者

で
あ

る

特
定

短
時

間

労
働

者

（
注

４
）

c. 精
神

障
害

者

（
注

４
）

区
　

　
　

　
分

① 障
害

者
の

数

（
注

１
）

②
身

体
障

害
者

の
数

➂
知

的
障

害
者

の
数

➃
精

神
障

害
者

の
数

a
.

重
度

身
体

障

害
者

（
注

４
）

b
.

重
度

身
体

障

害
者

で
あ

る

短
時

間
労

働

者 （
注

４
）

　
そ

の
他

の
区

分
：

1
2
．

1
3
．

1
5
．

1
7
．

1
9
．

2
0
．

2
2
．

3
2

2
5

は
ん

用
機

械
器

具

2
6

生
産

用
機

械
器

具

2
7

業
務

用
機

械
器

具

2
8

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
・

電
子

回
路

2
9

電
気

機
械

器
具

3
0

情
報

通
信

機
械

器
具

3
1

輸
送

用
機

械
器

具

そ
の

他

注
　

1
（

1
）

②
の

表
と

同
じ

f. 計 a
×

2
＋

b
＋

c

＋
（

d
+

ｅ
）

×
0
.5

（
注

２
）

（
注

３
）

ｆ
.

計 a
×

2
＋

b
＋

c

＋
（

d
+

ｅ
）

×
0
.5

（
注

２
）

（
注

３
）

d
.

精
神

障
害

者

で
あ

る
短

時

間
労

働
者

（
注

４
）

　
➃

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

障
害

種
別

）

c. 重
度

以
外

の

身
体

障
害

者

（
注

４
）

d
.

重
度

以
外

の

身
体

障
害

者

で
あ

る
短

時

間
労

働
者

（
注

４
）

e
.

重
度

身
体

障

害
者

で
あ

る

特
定

短
時

間

労
働

者

（
注

４
）

a
.

重
度

知
的

障

害
者

（
注

４
）

b
.

重
度

知
的

障

害
者

で
あ

る

短
時

間
労

働

者 （
注

４
）

1
8

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

（
別

掲
を

除
く

）

2
1

窯
業

・
土

石
製

品

2
3

非
鉄

金
属

2
4

金
属

製
品

1
4

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

1
6

化
学

工
業
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(4
) 

民
間

企
業

に
お

け
る

雇
用

状
況

の
推

移
（

第
４

表
）

(各
年

６
月

１
日

現
在

)

注
１

　
障

害
者

の
数

と
は

、
次

に
掲

げ
る

者
の

合
計

で
あ

る
。

対
前

年
増

減
対

前
年

増
減

対
前

年
増

減
～

昭
和

6
2
年

平
成

4
89

0
89

1.
58

0.
08

53
.3

0.
4

身
体

障
害

者
（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）

5
88

5
△

 5
1.

58
0.

00
55

.2
1.

9
昭

和
6
3
年

～
平

成
４

年

6
86

8
△

 1
7

1.
56

△
 0

.0
2

56
.2

1.
0

身
体

障
害

者
（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

7
88

4
16

1.
56

0.
00

53
.2

△
 3

.0
知

的
障

害
者

8
86

0
△

 2
4

1.
52

△
 0

.0
4

50
.8

△
 2

.4
平

成
５

年
～

平
成

1
7
年

9
86

5
5

1.
52

0.
00

52
.1

1.
3

身
体

障
害

者
（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

1
0

92
4

59
1.

55
0.

03
49

.4
△

 2
.7

知
的

障
害

者
（
重

度
知

的
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

1
1

92
5

1
1.

52
△

 0
.0

3
45

.8
△

 3
.6

重
度

身
体

障
害

者
又

は
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

1
2

91
5

△
 1

0
1.

50
△

 0
.0

2
47

.0
1.

2
平

成
1
8
年

1
3

91
4

△
 1

1.
49

△
 0

.0
1

46
.0

△
 1

.0
身

体
障

害
者

（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

1
4

87
7

△
 3

7
1.

48
△

 0
.0

1
47

.5
1.

5
知

的
障

害
者

（
重

度
知

的
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

1
5

83
4

△
 4

3
1.

45
△

 0
.0

3
47

.4
△

 0
.1

精
神

障
害

者
、

1
6

93
9

10
5

1.
47

0.
02

51
.2

3.
8

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
又

は
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

1
7

95
5

16
1.

50
0.

03
49

.9
△

 1
.3

（
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
は

0
.5

カ
ウ

ン
ト
）

1
8

1,
01

8
63

1.
55

0.
05

49
.1

△
 0

.8
平

成
2
3
年

1
9

1,
08

2
64

1.
62

0.
07

52
.3

3.
2

身
体

障
害

者
（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

2
0

1,
05

7.
5

△
 2

4
1.

52
△

 0
.1

0
47

.4
△

 4
.9

知
的

障
害

者
（
重

度
知

的
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）
、

2
1

1,
10

8.
0

50
.5

1.
61

0.
09

51
.3

3.
9

精
神

障
害

者
、

2
2

1,
13

6.
0

28
.0

1.
67

0.
06

49
.6

△
 1

.7
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

、
重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

2
3

1,
27

9.
0

14
3.

0
1.

67
0.

00
48

.7
△

 0
.9

短
時

間
労

働
者

（
重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

は
0
.5

カ
ウ

ン
ト
）
（
※

）

2
4

1,
25

8.
5

△
 2

0.
5

1.
69

0.
02

52
.7

4.
0

※
　

平
成

3
0
年

か
ら

令
和

４
年

ま
で

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

で
あ

っ
て

も
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に

2
5

1,
34

4.
0

85
.5

1.
70

0.
01

46
.3

△
 6

.4
　

　
つ

い
て

の
み

、
１

人
分

と
カ

ウ
ン

ト
し

て
い

た
。

2
6

1,
44

2.
0

98
.0

1.
79

0.
09

51
.5

5.
2

　
　

①
報

告
年

の
３

年
前

の
年

に
属

す
る

６
月

２
日

以
降

に
採

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

2
7

1,
54

1.
0

99
.0

1.
83

0.
04

55
.8

4.
3

　
　

②
報

告
年

の
３

年
前

の
年

に
属

す
る

６
月

２
日

よ
り

前
に

採
用

さ
れ

た
者

で
、

同
日

以
後

に
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

を

2
8

1,
64

5.
5

10
4.

5
1.

92
0.

09
56

.3
0.

5
　

　
　

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

2
9

1,
70

9.
0

63
.5

1.
95

0.
03

57
.7

1.
4

3
0

1,
85

1.
5

14
2.

5
1.

99
0.

04
53

.5
△

 4
.2

令
和

５
年

以
降

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

1
人

分
と

カ
ウ

ン
ト
し

て
い

る
。

令
和

元
1,

86
7.

0
15

.5
2.

03
0.

04
56

.0
2.

5
令

和
６

年
以

降

2
1,

88
8.

0
21

.0
2.

05
0.

02
56

.2
0.

2
身

体
障

害
者

（
重

度
身

体
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）

3
2,

00
8.

0
12

0.
0

2.
16

0.
11

57
.3

1.
1

知
的

障
害

者
（
重

度
知

的
障

害
者

は
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
）

4
2,

05
3.

5
45

.5
2.

20
0.

04
58

.6
1.

3
精

神
障

害
者

、

5
2,

12
5.

0
71

.5
2.

25
0.

05
60

.8
2.

2
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
、

6
2,

28
3.

5
15

8.
5

2.
37

0.
12

57
.4

△
 3

.4
重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
0
.5

カ
ウ

ン
ト
）

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

（
0
.5

カ
ウ

ン
ト
）

年
障

害
者

の
数

(人
)

実
雇

用
率

(％
)

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

（％
)
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(5) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数 （第5表）

① ③
法定雇用率
未達成企業

の数
0.5人又は1人 １.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人 4.5人以上

障害者の
数が0人で
ある企業数

300 215 45 20 14 6 166

(100.0%) (71.7%) (15.0%) (6.7%) (4.7%) (2.0%) (55.3%)

188 172 16 - - - 156
(100.0%) (91.5%) (8.5%) - - - (83.0%)

89 36 28 16 7 2 10
(100.0%) (40.4%) (31.5%) (18.0%) (7.9%) (2.2%) (11.2%)

15 6 0 3 5 1 0
(100.0%) (40.0%) - (20.0%) (33.3%) (6.7%) -

5 1 - 1 2 1 0
(100.0%) (20.0%) - (20.0%) (40.0%) (20.0%) -

3 - 1 - - 2 0

(100.0%) - (33.3%) - - (66.7%) -

　    ３  構成比の％は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100％とならない場合がある。

区 分

②不足数

規 模 計

注１  上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。
   ２   ②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

40～100人未満

100～300人未満

300～500人未満

500～1,000人未満

1,000人以上

- 13 -



(６) 身体障害者の部位別雇用状況（第６表）

①　概況

人 人 人 人 人 人
62 105 12 454 322 955

（ 64 ) （ 96 ) （ 14 ) （ 435 ) （ 279 )（ 888 )
注　「身体障害者計」欄には、種類別の身体障害者数について未記入の場合は含まれない。

②　企業規模別の雇用状況

人 人 人 人 人 人
40～ 16 27 2 125 81 251
100人未満　 　

（ 16 ) （ 23 ) （ 3 ) （ 108 ) （ 63 )（ 213 )

100～ 32 28 7 168 116 351
300人未満

（ 27 ) （ 29 ) （ 8 ) （ 158 ) （ 93 )（ 315 )

300～ 2 11 - 34 39 86
500人未満

（ 3 ) （ 10 ) （ - ) （ 40 ) （ 36 )（ 89 )

500～ 5 15 2 46 31 99
1000人未満

（ 6 ) （ 13 ) （ 2 ) （ 48 ) （ 34 )（ 103 )

1,000人以上 7 24 1 81 55 168

（ 12 ) （ 21 ) （ 1 ) （ 81 ) （ 53 )（ 168 )
注　１(6)①の表と同じ。

③　産業別の雇用状況

人 人 人 人 人 人

- - - - - -

（ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - )（ - )

- - - - - -

（ - ) （ - ) （ - ) （ - ) （ - )（ - )

- 2 - 9 8 19
　 　 　 　 　
（ - ) （ 2 ) （ - ) （ 7 ) （ 5 )（ 14 )

19 60 4 157 113 353

（ 15 )（ 59 )（ 4 )（ 168 ) ( 99 )（ 345 )

- - - 2 - 2

（ - )（ - )（ - )（ 2 ) ( - )（ 2 )

- 1 - 8 11 20

（ 1 )（ 1 )（ - )（ 5 ) ( 9 )（ 16 )

- 3 - 30 13 46
　
（ - )（ 3 )（ - )（ 31 ) ( 13 )（ 47 )

7 7 2 42 45 103

（ 7 )（ 7 )（ 2 )（ 37 ) ( 41 )（ 94 )

2 4 - 22 10 38

（ 2 )（ 3 )（ - )（ 23 ) ( 8 )（ 36 )

- - 1 - 2 3

（ - )（ - )（ 1 )（ - ) ( 1 )（ 2 )

- - 1 2 - 3
　
（ - )（ - )（ 1 )（ 1 ) ( - )（ 2 )

6 5 1 9 11 32

（ 7 )（ 2 )（ 1 )（ 10 ) ( 9 )（ 29 )

3 4 - 10 9 26

（ 4 )（ 2 )（ - )（ 8 ) ( 8 )（ 22 )

- 1 - 6 7 14

（ - )（ 1 )（ - )（ 6 ) ( 9 )（ 16 )

22 14 2 108 53 199
　
（ 25 )（ 11 )（ 4 )（ 97 ) ( 40 )（ 177 )

1 - - 8 7 16

（ 1 )（ - )（ - )（ 8 ) ( 8 )（ 17 )

2 4 1 41 33 81

（ 2 )（ 5 )（ 1 )（ 32 ) ( 29 )（ 69 )
注　１(6)①の表と同じ。

教育,学習支援業

医療,福祉

複合サービス事業

サービス業

区分

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

区分

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者 聴覚又は
平衡機能障害者

音声・言語・
そしゃく機能障害者

肢体不自由者 内部障害者

身体障害者計

民間企業

区分

障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者 聴覚又は
平衡機能障害者

音声・言語・
そしゃく機能障害者

肢体不自由者

身体障害者計

視覚障害者 聴覚又は
平衡機能障害者

音声・言語・
そしゃく機能障害者

肢体不自由者 内部障害者

建設業

内部障害者 身体障害者計

農，林，漁業

鉱業,採石業,砂利
採取業

生活関連サービス
業,娯楽業

製造業

情報通信業

運輸業,郵便業

卸売業,小売業

金融業,保険業

電気・ガス・熱供給
・水道業

不動産業,物品賃貸
業

学術研究,専門・技
術サービス業

宿泊業,
飲食サービス業
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１

令和４年 36 15,605.5 422.0 2.70 2.64 30 83.3 76.1

令和５年 36 15,628.5 440.0 2.82 2.70 28 77.8 78.6

令和６年 36 15,500.0 451.5 2.91 2.81 30 83.3 72.3

２

令和４年 1 6,413.0 166.5 2.60 2.27 1 100.0 61.1

令和５年 1 6,463.5 173.5 2.68 2.34 1 100.0 67.4

令和６年 1 6,491.0 178.0 2.74 2.43 1 100.0 53.8

３

令和４年 5 3,105.5 76.0 2.45 2.72 4 80.0 80.0

令和５年 5 3,308.0 80.5 2.43 2.76 3 60.0 83.5

令和６年 5 3,364.5 87.5 2.60 2.85 2 40.0 76.4

注2　P17 注2に同じ
注1　P17 注1に同じ

全国
実雇用率

機関数 割合
全国

達成割合

機関数 割合
全国

達成割合

 山梨労働局管内の地方独立行政法人等の法定雇用率2.8％が適用となる機関の障害者の雇用状況

機関数
① 法定雇用障害者数の
 算定の基礎となる職員数
 (注１)

②
 障害者の数
(注2)

③
 実雇用率

法定雇用率達成機関

  （各年６月１日現在）

 山梨労働局管内の地方公共団体である県教育委員会等の法定雇用率2.7％が適用となる機関の障害者の在
職状況

機関数
① 法定雇用障害者数の
 算定の基礎となる職員数
 (注１)

②
 障害者の数
(注2)

③
 実雇用率

法定雇用率達成機関

全国
実雇用率

  （各年６月１日現在）

 山梨労働局管内の地方公共団体のうち県の機関、市町村等の機関で法定雇用率2.8％が適用となる機関の
障害者の在職状況
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年６月１日現在）

機関数
① 法定雇用障害者数の
 算定の基礎となる職員数
 (注１)

②
 障害者の数
(注2)

③
 実雇用率

法定雇用率達成機関

全国
実雇用率

機関数 割合
全国

達成割合

２ 公的機関等の障害者雇用状況 概況（第７表）

　　【参考】県の機関（教育委員会含む）、市町村等における障害部位別の雇用身体障害者数 ※実人数

視力障害 視野障害 上肢不自由 下肢不自由 体幹機能障害 上肢機能障害 移動機能障害

303 13 7 15 1 2 36 90 16 7 5

心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害
ぼうこう又は

直腸機能障害
小腸機能障害 免疫機能障害 肝臓機能障害

59 36 2 12 0 0 2

内部障害

肢体不自由
計

視覚障害 聴覚又は
平衡機能障害

音声・言語・
そしゃく
機能障害

　　【参考】独立行政法人等における障害部位別の雇用身体障害者数 ※実人数

計 視覚障害
聴覚又は
平衡機能

障害

音声・言語
・そしゃく

機能障害

肢体不自由 内部障害

31 3 1 1 14 12
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※
特例
認定

① 法定雇用
障害者数の
 算定の基礎
となる職員数
 (注１)

②
 障害者の
数
(注2)

③
 実雇用率

④
不足数
(注3) 備　　　　考

市町村等の合計 10,891.5 309.5 2.84 6.5

甲府市（特例認定） 〇 2,017.5 56.0 2.78 0.0

富士吉田市 603.0 20.0 3.32 0.0

富士吉田市教委 129.0 3.0 2.33 0.0

甲州市（特例認定） 〇 489.0 12.0 2.45 1.0 令和6年12月1日現在達成

都留市 455.0 12.0 2.64 0.0

都留市教委 109.5 2.0 1.83 1.0

山梨市（特例認定） 〇 566.5 14.0 2.47 1.0 令和6年12月1日現在達成

大月市 246.0 6.0 2.44 0.0

大月市教委 67.0 2.0 2.99 0.0

韮崎市 357.0 9.5 2.66 0.0

韮崎市教委 72.0 2.5 3.47 0.0

南アルプス市（特例認定） 〇 813.0 28.0 3.44 0.0

甲斐市（特例認定） 〇 873.5 26.0 2.98 0.0

笛吹市（特例認定） 〇 500.0 17.0 3.40 0.0

北杜市（特例認定） 〇 702.5 19.5 2.78 0.0

上野原市（特例認定） 〇 276.0 9.0 3.26 0.0

中央市（特例認定） 〇 380.0 11.5 3.03 0.0

市川三郷町（特例認定） 〇 298.0 8.0 2.68 0.0

富士川町 176.0 4.0 2.27 0.0

早川町 47.5 1.0 2.11 0.0

身延町（特例認定） 〇 237.5 6.0 2.53 0.0

南部町 94.0 2.0 2.13 0.0

昭和町（特例認定） 〇 234.5 7.0 2.99 0.0

西桂町 77.0 0.0 0.00 2.0

道志村 36.0 1.0 2.78 0.0

忍野村 115.0 4.0 3.48 0.0

山中湖村 125.0 2.0 1.60 1.0

富士河口湖町 161.0 5.0 3.11 0.0

鳴沢村 57.5 2.0 3.48 0.0

甲府市上下水道局 160.0 3.5 2.19 0.5 令和6年12月1日現在達成

身延町早川町国民健康保険
病院一部事務組合

109.5 4.0 3.65 0.0

峡南医療センター企業団 240.5 7.0 2.91 0.0

甲州市勝沼ぶどうの丘 66.0 3.0 4.55 0.0

注1.2.3　P17  注1.2.3に同じ

１　山梨労働局管内の地方公共団体の令和6年6月1日現在における機関別の障害者任免状況

(1)  市町村等の機関(法定雇用率2.8％）

33機関(うち達成機関(注3) 27機関、未達成機関6機関、達成機関割合81.8％)

※特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、
厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

（第８表）
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3機関(うち達成機関(注3)　3機関、未達成機関 0機関、達成機関割合100.0％)

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(注1)

②
 障害者の数(注2)

③
 実雇用率

④
 不足数(注3)

備  考

合　　　計 4,608.5 142.0 3.08 0.0

山梨県知事部局 4,049.5 123.0 3.04 0.0

山梨県企業局 73.0 3.0 4.11 0.0

山梨県警察本部 486.0 16.0 3.29 0.0

1機関(うち達成機関(注3)　1機関、未達成機関  0機関、達成機関割合100.0％)

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(注1)

②
 障害者の数(注2)

③
 実雇用率

④
 不足数(注3)

備  考

合　　　計 6,491.0 178.0 2.74 0.0

山梨県教育委員会 6,491.0 178.0 2.74 0.0

5機関(うち達成機関(注3)　2機関、未達成機関3機関、達成機関割合40.0％)

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数(注1)

②
 障害者の数(注2)

③
 実雇用率

④
 不足数(注3)

備  考

合　　　計 3,364.5 87.5 2.60 4.5

国立大学法人山梨大
学

1,839.0 48.5 2.64 2.5 令和6年12月1日現在達成

公立大学法人山梨県
立大学

115.0 2.0 1.74 1.0 令和6年12月1日現在達成

地方独立行政法人山
梨県立病院機構

1,124.5 30.0 2.67 1.0 令和6年12月1日現在達成

公立大学法人都留文
科大学

150.0 4.0 2.67 0.0

地方独立行政法人大
月市立中央病院

136.0 3.0 2.21 0.0

注
 1

2

3   ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0と
なることをもって法定雇用率達成となる。
  したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

(2) 山梨県の機関（法定雇用率2.8％）

(3) 山梨県の機関（法定雇用率2.7％）

２　山梨労働局管内の地方独立行政法人等の令和6年6月1日現在における障害者雇用状況（法定雇用率2.8％）

  ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元
に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

  ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。さらに、重度以外の身体障害者及び重度以外
の知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。ただし、令和４年
までは短時間職員である精神障害者であって、令和元年６月２日以降に採用された者または令和元年６月２日より前に採用され、同日以後に精神障害者保
健福祉手帳を取得した者は、令和５年以降はすべての短時間職員である精神障害者は１人１カウントとしている。

（第９表）
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    (参考１)

   ◎　法定雇用率とは

                   　　一般の民間企業　…………………… ２．５％
  ○　民間企業　……    （40.0人以上規模の企業）
                   　　特殊法人等　………………………… ２．８％
          　　　　　　　　 労働者数36.0人以上規模の特殊法人、
　　　　　　　　　　　　　 独立行政法人、国立大学法人等

  〇　国、地方公共団体　………………………………………… ２．８％
   　　　 （36.0人以上規模の機関）

  ○　都道府県等の教育委員会　………………………………… ２．７％
   　　　 （37.5人以上規模の機関）

　　　　　　【一般民間企業における雇用率設定基準】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
  　　　　　　  　  　          　 ＋　 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常用労働者数　＋　失業者数

障害者雇用率　＝ 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割

合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者に限る。）である。

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって

定めることとされている。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は知的障害者を雇

用しているものとしてカウントされる。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働

者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者については、0.5人分とし

てカウントされる。

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントされる。

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間が10時間以上20

時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる

企業等の規模である。
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     (参考２)

    ◎　障害者雇用率達成指導の流れ

　実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

　 雇用状況報告（毎年６月１日の状況）　　  （障害者雇用促進法第43条第7項）

↓
 　　    翌年１月を始期とする2年間の計画

※１

　　　雇入れ計画作成命令（２年計画） 　     を作成するよう、公共職業安定所長

　      が命令を発出（同法第46条第１項）
↓

 　      計画の実施状況が悪い企業に対し、

 　　　　雇入れ計画の適正実施勧告   　    適正な実施を勧告（計画の１年目12月）
  　   （同法第46条第６項）

↓
　  　   雇用状況の改善が特に遅れている　

    　　   　特　別　指　導    　   企業に対し、公表を前提とした特別指
  　    導を実施（計画期間終了後に９か月間）

↓

 　    　企　業　名　の　公　表     　（同法第47条）

        　　　不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に
    対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

 〔指導実績〕
   〇　令和５年度の実績※２

　　　＊「雇入れ計画作成命令」の発出　　　　　　　  １社
　　　＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」　　　　　 　 　０社０社
                                                     
   〇　雇入れ計画を実施中の企業                  １社  (令和５年度）

   〇　企業名の公表                                ０社

   

　　　　※１　平成24年1月1日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は3年間から2年間に短縮して
　　　　　　いる。

　　　　※２　平成30年の障害者不適切計上による公務部門における障害者採用により、影響が生じる可能
　　　　　　性があった民間企業への対策として、令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を
　　　　　　実施しました。
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H21
H22
H23
H24
H25
H26

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成17年まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

平成18年～平成22年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

平成23年～令和５年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）（※）

令和６年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、
重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

注3：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年から平成29年までは2.0％、平成30年から令和２年までは2.2％、
　　令和３年から令和５年までは2.3％、令和６年以降は2.5％となっている。

(参考３）　　　　　民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)

注１：雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、
　　　平成30年から令和２年までは45.5人以上規模、令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、
　　　令和６年以降は40人以上規模）についての集計である。

※　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウントしている。
　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

　　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

＜法定雇用率＞ 1.8% 2.0%
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（１）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

2.2% 2.3% 2.5%

- 20 -



(参考４）

（2）企業規模別実雇用率　　
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